別記様式第6号(第14条関係)

電 算 室 入 室 許 可 決 定 通 知 書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　年　　月　　日
　所管課長
　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央組織管理者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　  　　　　　　　　　　　　　

  　　年　　月　　日付けで申請のありました電算室への入室については、次のとおり決定したので通知します。

	職・氏　名
	許可区分
	備考

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



＜許可区分＞
	Ａ
	　電算室入室を承認し,入室者に対しては別途入室許可証を交付します。
　なお、入室の際は、入室許可証の携帯が必要です。

	Ｂ
	電算室入室を承認します。
  なお、入室の際は、　　　に備え付けの入退室者名簿に記帳が必要です。

	Ｃ
	　その他
　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)



　※　入室許可者の異動や業務の変更などにより、入室許可の解除又は入室理由の
    変更が生じた場合は速やかに　　　に連絡するとともに、入室許可証交付者につ
　  いては許可証を返還してください。
